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Ⅰ．概 要



Ⅰ-1 概要（外国航空機の申請一覧）
3

申請許可区分 根拠法令・通達等 申請期限

１
シカゴ条約締約国の外国の国籍
を有する航空機の航空許可
＊航空路以外を航行する場合

法第126条第1項
規則第230条

●航行の予定期日の10日前
・航空路のみを航行する場合は申請不要

２

シカゴ条約締約国以外の国籍を
有する航空機の航行許可

法第126条第2項
規則第230条
（通知）
台湾籍の自家用ビジネスジェット手続期限の短
縮（平成26年2月12日お知らせ）

【本邦入出国の場合】
●航行の予定期日の10日前
✓ 台湾国籍の航空機であって商用目的の場合は3日前
✓ 台湾国籍の航空機であって緊急商用の場合は24時間前

【本邦領空通過の場合】
●航行の予定期日の10日前
（台湾国籍であっても本邦に離着陸しない場合は10日前）

３

指定外空港使用許可 法第126条第5項但し書き
規則第230条の2
（通達）
令和5年5月30日付国空国第718号

●着陸又は離陸の予定期日の10日前
✓ 商用目的、医療目的、観光目的、給油目的の場合は3日前
✓ 上記目的の場合で申請期日の超過がやむを得ない事情がある場合
は24時間前

✓ 急患搬送の場合は24時間前を過ぎても事案がわかり次第

４-1

国内使用許可
＊海外接続も含め、ローカルフ
ライト以外の航行を含む場合

法第127条但し書き
規則第231条
（通達）
平成28年10月26日付国空事第4192号
令和5年5月30日付国空国第718号

●使用開始予定期日の3日前
✓ 羽田空港-成田空港間を運航する空輸便は24時間前
✓ 商用目的、医療目的、観光目的又は給油目的の場合で申請期日の
超過がやむを得ない事情がある場合は24時間前

✓ 急患搬送の場合は24時間前を過ぎても事案がわかり次第

4-2

国内使用許可
＊陸送等により本邦内に輸送さ
れ国際航行に接続しないローカ
ルフライトのみを行う場合

法第127条但し書き
規則第24条第1項
（通達）
令和5年5月30日付国空国第718号

●使用開始予定期日の3日前
＊申請先は当該空港を管轄する東京航空局又は大阪航空局

５

有償運送許可 法第130条の2
規則第234条の2
（通達）
平成25年10月30日付国空事第3529号
令和5年5月30日付国空国第718号

●航行の予定期日の30日前（なお、本邦に事務所又は代理人を置いて
いる場合は航行の予定期日の10日前）
※以下は本邦に事務所又は代理人を置いている場合に限る。
✓ 商用目的、医療目的又は観光目的の場合は3日前
✓ 上記目的の場合で申請期日の超過がやむを得ない事情がある場合
は24時間前

✓ 急患搬送の場合は24時間前を過ぎても事案がわかり次第

シカゴ条約＝国際民間航空条約 法＝航空法 規則＝航空法施行規則 BJ＝ビジネスジェット 申請期限の●＝規則で示す申請期限



Ⅰ-2 概要（申請から許可までの流れ）
4

申請者 航空局

申請書の提出 申請書の受理

申請書の審査

申請

申請の許可

許可の通知許可通知の受領

許可日及び許可番号を通知

＊申請書を作成し、これに必要となる証明書類
の添付して提出。
＊申請期限を順守すること。
＊使用空港のスロット、スポット等の調整を終
えておくこと。

許可後に申請事項の変更が生じた場合には、
軽微なものを除き改めて許可を取得する必要
があります。

留意事項）航空法では、許可を受けずに運航した場合への罰則（懲役若しくは罰金）が設けられています。



Ⅰ-3 概要（申請の受付時間と申請窓口）
5

受付時間：平日 10：00～17：00

申請窓口：〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３

国土交通省 航空局 航空ネットワーク部

国際航空課 国際運送係

E-MAIL:hqt-jcab_kokusai-unso01@gxb.mlit.go.jp

電話番号 代表０３－５２５３－８１１１

（補足事項）

⚫ 電子メール（E-MAIL）による提出可。

⚫ 急を要する申請の場合は、送信メールの件名に「緊急」などの文言を入力するとともに、
送信後に担当者へ電話にて連絡をお願いします。また、本件の申請が明らかになった段階
で、申請窓口へ事前に連絡をお願いします。
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Ⅱ-1  シカゴ条約の締約国国籍機の航行
(航空路以外)
（航空法第126条第1項）



Ⅱ-1  シカゴ条約の締約国の国籍機の航行(航空路以外)
7

○シカゴ条約の締約国たる外国籍の航空機が，以下の航行を行う場合が対象。
①外国から出発して日本に到着する航空機。
②日本から出発して外国に到着する航空機。
③外国から出発して日本の領空を通過し，外国に到着する航空機。
但し，航空路のみを航行する場合は，申請は不要。
※航空路のみを航行するのであれば、技術着陸（テクニカル ランディング）の場合も申請は不要。

○主な事例
・プライベート機により世界一周飛行を行っている者がＶＦＲにより航空路以外の経路で日本の領空を通過する，日本の空

港で給油又は乗員の休息を取る場合等。

区分 申請期限 起点日時 留意事項

外国発 航行の予定期日の１０日前まで
（法施行規則第230条）

出発地（技術着陸は含まない）の出発日時を日
本時間に直し，これを起点とする。
【参照】事例①,③

緊急商用等に関するような特例
措置は存在しない。

日本発 上記に同じ 日本出発日時を起点とする。
【参照】事例②

上記に同じ

【１】申請対象

【２】申請手続き

（１）申請期限

必要書類（添付書類含む） 記載事項 留意事項

・申請書

以下添付書類（※必要に応じて）
・旅客（搭乗者）リスト

法施行規則第230条に規定されて
いる項目を記載。記載方法につい
ては，サンプル様式_01を参照。

・運航目的や使用機材の状況により他の
航空法（第11条，第28条，第60条，第
61条，第79条，第127条等）の許可が必
要となる場合もあり。

・領空通過のみであっても，必要書類や
記載事項の省略は不可。

（２）申請に必要な書類及び記載事項



日

本

日本への着陸はなし

外
国
Ｂ

外
国
Ａ

Ⅱ-1  シカゴ条約の締約国の国籍機の航行(航空路以外)

【事例①】 外国から出発して日本に到着する航空機
ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6)

外
国
Ａ

日

本

日

本

外
国
Ｂ
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【事例②】 日本から出発して外国に到着する航空機

ETA 02:00(Z) 23/2/6

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の１０日前

となっている。
この場合，出発地である外国Ａの日時を日本時間

に置き換えると２月６日となるため，申請期限は１
月２７日となる。

【事例③】 外国から出発して日本の領空を通過し，外国に到着する航空機

ETD 01:00(Z) 23/2/12
(10:00JST 23/2/12)

ETA 06:00(Z) 23/2/12

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の１０日前

となっている。
この場合，日本の出発日時を日本時間に置き換え

ると２月１２日となるため，申請期限は２月２日と
なる。

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の１０日前

となっている。
この場合，出発地である外国Ａの日時を日本時間

に置き換えると２月６日となるため，申請期限は１
月２７日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6)

ETA 04:00(Z) 23/2/6

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12



Ⅱ-1  シカゴ条約の締約国国籍機の航行(航空路以外)

外
国
Ａ
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◎申請期限の考え方
上記運航は，最初に到着（着陸）する運航は第１２６条第１項ただし書に定められる，許可を受けることを要しな
い運航であるため，申請は不要となる。
しかしながら，その後国内２地点間移動の運航をするため第１２７条但し書きの申請が必要となり，申請期限もそ
れに従ったものとなる。
詳細は「Ⅱ-4 本邦各地間の使用（移動）」を参照すること。

ETD 22:00(Z) 23/2/5 ETA 04:00(Z) 23/2/6

【参考】 第１２６条第1項申請ではなく，第１２７条申請が必要となる場合

日
本
の
Ｂ
空
港

日
本
の
Ａ
空
港

ETD 02:00(Z) 23/2/7 ETA 04:00(Z) 23/2/7

締約国の航空機による
航空路のみの航行

127条申請申請不要
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Ⅱ-1  シカゴ条約の締約国国籍機の航行(航空路以外)
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Ⅱ-1  シカゴ条約の締約国国籍機の航行(航空路以外)
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Ⅱ-2  シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他
（航空法第126条第2項）



Ⅱ-2  シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他
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○シカゴ条約の締約国の国籍の航空機であって外国，外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの（ア）及び，締
約国以外の外国籍を有する航空機（イ）が法第126条第1項各号に掲げる航行を行う場合が対象。
※技術着陸（テクニカル ランディング）の場合も申請は必要。

○主な事例
ア）外国政府等が使用する航空機

仮に外国政府等（在日大使館等）から直接許可手続の依頼があった場合，手続きは日本政府と外国政府とのやり取り
となる可能性が高いため，その際はまず国際航空課に連絡。

イ）シカゴ条約の締約国以外の国籍を有する外国の航空機
代表例として，台湾籍の航空機が該当。

区分 申請期限 起点日時 留意事項

原則 航行の予定期日の１０日前まで
（法施行規則第230条）

出発地（技術着陸は含まない）の出
発日時を日本時間に直し，これを起
点とする。
【参照】事例①,②,⑥

使用機材が民間機であっても，
外国政府又は要人等が使用す
る場合，事前の連絡が必要。

台湾籍の商用目的の
場合

航行の予定期日の３日前まで
「台湾籍の自家用ビジネスジェット手続
期限の短縮
（平成26年2月12日運用開始）」

上記に同じ
【参照】事例③,④

商用目的の台湾籍機であって
も領空通過のみ又は日本への
技術着陸のみの場合は，原則
どおり10日前まで。

商用目的でかつ，緊
急やむを得ない事情
がある場合

航行の予定期日の２４時間前まで
「台湾籍の自家用ビジネスジェット手続
期限の短縮
（平成26年2月12日運用開始）」

①に同じ
【参照】事例⑤

やむを得ない事情が発生した
と認められない場合も有り得
る。

【１】申請対象

【２】申請手続き

（１）申請期限

～次ページへ続く～
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（２）申請に必要な書類及び記載事項

～前ページの続き～

必要書類（添付書類含む） 記載事項 留意事項

・申請書

以下添付書類（※必要に応じて）
・旅客（搭乗者）リスト

法施行規則第230条に規定されている項目を記
載。
記載方法については，サンプル様式_02を参
照。
（領空通過の場合は，サンプル様式_03を参
照。）

運航目的により他の航空法（第11条，第28条，
第79条，第127条等）の許可が必要となる場
合もあり。
領空通過のみであっても，必要書類や記載事
項の省略は不可。

Ⅱ-2  シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他



外
国
Ａ

Ⅱ-2 シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他

【事例①】 外国から出発して日本に到着する航空機

ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6)

外
国
Ａ

日

本

日

本

外
国
Ｂ
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【事例②】 日本から出発して外国に到着する航空機

ETA 02:00(Z) 23/2/6

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の１０日前

となっている。
この場合，出発地である外国Ａの日時を日本時間

に置き換えると２月６日となるため，申請期限は１
月２７日となる。
目的が技術着陸の場合も同様。

【事例③】 外国から出発して日本に到着する航空機（商用目的の台湾籍機）

ETD 01:00(Z) 23/2/12
(10:00JST 23/2/12)

ETA 06:00(Z) 23/2/12

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の１０日前

となっている。
この場合，日本の出発日時を日本時間に置き換え

ると２月１２日となるため，申請期限は２月２日と
なる。

◎申請期限の考え方
航空局の取り組みにより申請期限は航行の予定期

日の３日前となっている。
この場合，出発地である外国Ａの日時を日本時間

に置き換えると２月６日となるため，申請期限は２
月３日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6)

ETA 04:00(Z) 23/2/6

日

本

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6



日

本

日本への着陸はなし

外
国
Ｂ

外
国
Ａ

Ⅱ-2 シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他

外
国
Ａ

日

本
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◎申請期限の考え方
航空局の取り組みにより申請期限は航行の予定期

日の３日前となっている。
この場合，出発地である日本の日時を日本時間に

置き換えると２月１２日となるため，申請期限は２
月９日となる。

【事例⑥】 外国から出発して日本の領空を通過し外国に到着する台湾籍機

ETD 01:00(Z) 23/2/12
(10:00JST 23/2/12)

ETA 06:00(Z) 23/2/12

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の１０日前

となっている。
この場合，出発地である外国Ａの日時を日本時間

に置き換えると２月６日となるため，申請期限は１
月２７日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6)

ETA 04:00(Z) 23/2/6

【事例④】 日本から出発して外国に到着する航空機（商用目的の台湾籍機）

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

日

本

外
国
Ｂ

【事例⑤】 緊急商用で外国から出発して日本に到着する航空機（商用目的の台湾籍機）

◎申請期限の考え方
航空局の取り組みにより申請期限は航行の予定期

日の２４時間前となっている。
この場合，外国Ｂの出発日時を日本時間に置き換

えると２月５日１５：００となるため，申請期限は
２月４日１５：００となる。

ETD 06:00(Z) 23/2/5
(15:00JST 23/2/5)

ETA 10:00(Z) 23/2/5

1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

申請期限 2/4 15:00
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Ⅱ-2 シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他
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Ⅱ-2 シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他
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Ⅱ-2 シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他
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Ⅱ-2 シカゴ条約の締約国以外の国籍機の航行 他
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Ⅱ-3  指定外空港の使用（指定空港以外での離着陸）

（航空法第126条第5項但し書き）



Ⅱ-3  指定外空港の使用

○外国籍の航空機が，法第126条第1項第1号又は第2号に掲げる航行を行う場合に，国土交通大臣の指定する空港等（一覧表
参照）以外において，国際航行に接続する着陸又は離陸する場合（天候その他やむを得ない事由のある場合を除く。）。
※技術着陸（テクニカル ランディング）の場合も申請は必要。

○主な事例
自家用ジェット機が外国から直接「一覧表」に掲げる空港以外の空港等に着陸する場合，又は「一覧表」に掲げる空港以
外の空港等から直接外国に向けて離陸する場合。

※申請対象外
外国からの航行において一旦「一覧表」に掲げる空港に着陸し，その後「表１」に掲げる空港以外の空港等へ国内移動す
る場合。又は「一覧表」に掲げる空港以外の空港等から「表１」に掲げる空港へ国内移動し，その後外国に向けて離陸す
る場合。

区分 申請期限 起点日時 留意事項

原則 着陸又は離陸の予定期日の１０日前まで
（法施行規則第230条の2）

出発地（技術着陸は含まない）の出
発日時を日本時間に直し，これを起
点とする。【参照】事例①,②,⑥

商用・観光・医療
目的、給油目的の
ための場合

着陸又は離陸の予定期日の３日前まで
（法施行規則第230条の2）
・通達「令和5年5月30日付国空国第718号
制定」

上記に同じ【参照】事例③,④

商用・観光・医療
目的でかつ，緊急
やむを得ない事情
がある場合

着陸又は離陸の予定期日の２４時間前まで
・通達「令和5年5月30日付国空国第718号
制定」

上記に同じ【参照】事例⑤ ・やむを得ない事情が発
生したと認められない場
合もあり。

急患搬送で24時間
前までに申請がで
きない場合

事案がわかり次第
・通達「令和5年5月30日付国空国第718号
制定」

上記に同じ ※申請事項が未確定で
あっても、事案が分かり
次第、申請窓口に連絡し
てください。

【１】申請対象

【２】申請手続き
（１）申請期限

22

～次ページへ続く～
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（２）申請に必要な書類及び記載事項

必要書類（添付書類含む） 記載事項 留意事項

・申請書 法施行規則第230条の2に規定されている項目を記
載。
記載方法については，サンプル様式_04を参照。

運航目的により他の航空法（第11条，
第28条，第79条，第127条等）の許
可が必要となる場合もあり。

～前ページの続き～
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一覧表 国土交通大臣が指定する空港 （法第126条第5項の許可を必要としない飛行場） R5.9現在

空港名 ３レター ４レター 利用時間 設置管理

1 成田国際空港 NRT RJAA 6:00～24:00 空港会社

2 東京国際空港 HND RJTT 24H 国

3 中部国際空港 NGO RJGG 24H 空港会社

4 関西国際空港 KIX RJBB 24H 空港会社

5 新千歳空港 CTS RJCC 24H
＊夜10時～翌朝7時の間、離着陸の回数制限あり

国

6 旭川空港 AKJ RJEC 8:00～21:00 市

7 釧路空港 KUH RJCK 8:00～21:00 国

8 函館空港 HKD RJCH 7:30～20:30 国

9 仙台空港 SDJ RJSS 7:30～22:00 国

10 秋田空港 AXT RJSK 7:00～22:00 県

11 新潟空港 KIJ RJSN 7:30～21:30 国

12 広島空港 HIJ RJOA 7:30～22:30 国

13 山口宇部空港 UBJ RJDC 7:30～21:30 県

14 高松空港 TAK RJOT 7:00～22:00 国

15 松山空港 MYJ RJOM 7:00～22:00 国

16 福岡空港 FUK RJFF 7:00～22:00 国

17 北九州空港 KKJ RJFR 24H 国

18 長崎空港 NGS RJFU 7:00～22:00 国

24

～次ページへ続く～
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空港名 ３レター ４レター 利用時間 設置管理

19 熊本空港 KMJ RJFT 7:30～21:30 国

20 大分空港 OIT RJFO 7:30～22:30 国

21 宮崎空港 KMI RJFM 7:30～21:30 国

22 鹿児島空港 KOJ RJFK 7:00～22:00 国

23 那覇空港 OKA ROAH 24H 国

24 青森空港 AOJ RJSA 7:30～22:00 県

25 花巻空港 HNA RJSI 8:00～19:30 県

26 福島空港 FKS RJSF 8:00～21:00 県

27 富山空港 TOY RJNT 7:00～21:30 県

28 静岡空港 FSZ RJNS 7:30～22:00 県

29 岡山空港 OKJ RJOB 7:00～22:00 県

30 佐賀空港 HSG RJFS 6:30～0:00 県

31 下地島空港 SHI RORS 8:00～19:30 県

32 新石垣空港 ISG ROIG 8:00～21:00 県

33 百里飛行場 IBR RJAH 7:30～21:00 国（防衛省）

34 小松飛行場 KMQ RJNK 7:30～22:30 国（防衛省）

35 美保飛行場 YGJ RJOH 7:00～22:00 国（防衛省）

36 徳島飛行場 TKS RJOS 7:00～21:30 国（防衛省）

一覧表 つづき



外
国
Ａ
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【事例①】 外国から出発して日本に到着する航空機

ETD 22:00(Z) 23/2/5

外
国
Ａ

日

本

（
指
定
外
）

外
国
Ｂ
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【事例②】 日本から出発して外国に到着する航空機

ETA 02:00(Z) 23/2/6
(11:00JST) 23/2/6

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は着陸又は離陸の予定期日の

１０日前となっている。
この場合，到着地である日本の日時を日本時間に

置き換えると２月６日となるため，申請期限は１月
２７日となる。

【事例③】 外国から出発して日本に到着する航空機（商用，医療目的）

ETD 01:00(Z) 23/2/12
(10:00JAT) 23/2/12

ETA 06:00(Z) 23/2/12

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は着陸又は離陸の予定期日の

１０日前となっている。
この場合，日本の出発日時を日本時間に置き換え

ると２月１２日となるため，申請期限は２月２日と
なる。

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は着陸又は離陸の予定期日の

３日前となっている。
この場合，到着地である日本の日時を日本時間に

置き換えると２月６日となるため，申請期限は２月
３日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5

ETA 04:00(Z) 23/2/6
(13:00JST 23/2/6)

日

本

（指
定
外
）

日

本

（指
定
外
）

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6



日

本

（指
定
外
）

日本では技術着陸のみ

外
国
Ｂ

外
国
Ａ
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外
国
Ａ

外
国
Ｂ
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【事例⑤】 緊急で外国から出発して日本に到着する航空機（商用目的，医療目的）

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は着陸又は離陸の予定期日の

３日前となっている。
この場合，出発地である日本の日時を日本時間に

置き換えると２月１２日となるため，申請期限は２
月９日となる。

【事例⑥】 外国から出発して日本で技術着陸をし，外国に到着する航空機

ETD 01:00(Z) 23/2/12
(10:00JST 23/2/12)

ETA 06:00(Z) 23/2/12

◎申請期限の考え方
通達により申請期限は航行の予定期日の２４時間

前となっている。
この場合，外国Ｂの出発日時を日本時間に置き換

えると２月５日１５：００となるため，申請期限は
２月４日１５：００となる。

◎申請期限の考え方
通達により申請期限は着陸又は離陸の予定期日の

３日前となっている。
この場合，到着地である日本の日時を日本時間に

置き換えると２月６日となるため，申請期限は２月
３日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5

ETA 08:00(Z) 23/2/6

【事例④】 日本から出発して外国に到着する航空機（商用，医療目的）

ETD 06:00(Z) 23/2/5
(15:00JST 23/2/5)

ETA 10:00(Z) 23/2/5

日

本

（
指
定
外
）

日

本

（指
定
外
）

ETA 02:00(Z) 23/2/6
(11:00JST 23/2/6)

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

申請期限 2/4 15:00
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◎申請期限の考え方
上記運航は，最初に到着（着陸）する空港が国土交通大臣が指定する空港であるため，第１２６条第５項による

申請は不要となる。指定外空港発，指定空港経由で外国に出発する場合の運航についても同様である。
ただし，その後国内２地点間移動の運航をするため第１２７条但し書きの申請が必要となる。
詳細は「Ⅱ-4 本邦各地間の使用（移動）」を参照すること。

ETD 22:00(Z) 23/2/5 ETA 04:00(Z) 23/2/6

【参考】 第１２６条第５項申請ではなく，第１２７条申請が必要となる場合

日

本

（
指
定
外
）

日

本

（
指
定
）

ETD 02:00(Z) 23/2/7 ETA 04:00(Z) 23/2/7

127条申請

国内間の移動
（無償運送）



Ⅱ-3  指定外空港の使用
29



30
Ⅱ-3  指定外空港の使用



31

Ⅱ-4  本邦各地間の使用（移動）
（航空法第127条但し書き）
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○外国籍の航空機（無償運送に限る）が，日本国内の各地間を発着する場合（ローカルフライトも含む） 。
○主な事例
東京での商用のため外国から自家用機（無償運送）で羽田空港に一旦到着後，大阪での商用のため
関西空港へ運航する場合。

※地方航空局へ申請が必要な運航
陸送等により「同一空港において離陸し，及び着陸する」ローカルフライトのみを行う場合。
例として，現地で組み立てを行うようなデモフライト（陸送…Ａ空港離陸 ～ Ａ空港着陸…陸送）
申請は，当該空港を管轄する東京又は大阪航空局にご確認願います。

区分 申請期限 起点日時 留意事項

原則 使用開始予定期日の３日前まで
（法施行規則第231条）

最初に国内空港を出発する日
時【参照】事例①,②

商用・観光・医療目的で
かつ，緊急やむを得ない
事情がある場合

航行の予定期日の２４時間前まで
通達「令和5年5月30日付国空国第718号
制定」

上記に同じ【参照】事例③ やむを得ない事情が発生し
たと認められない場合も有
り得る。

空輸便
羽田～成田間限定

航行の予定期日の２４時間前まで
通達「平成28年10月26日付国空事第
4192号」

上記に同じ【参照】事例④

急患搬送で24時間前まで
に申請ができない場合

事案がわかり次第
・通達「令和5年5月30日付国空国第718
号制定」

上記に同じ ※申請事項が未確定であっ
ても、事案が分かり次第、
申請窓口に連絡してくださ
い。

【１】申請対象

【２】申請手続き

（１）申請期限

～次ページへ続く～
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必要書類（添付書類含む） 記載事項 留意事項

・申請書 法施行規則第231条に規定されている項目を記
載。
記載方法については，サンプル様式_05を参照。

運航目的により他の航空法の許可が必要
となる場合があり得るので所定の手続き
をおこなうこと。

（例）
・法11条（耐空証明）
・法28条（技能証明）
・法79条（場外離発着）
・法80条（飛行の禁止区域）
・法81条（最低安全高度）

（２）申請に必要な書類及び記載事項

●注意事項
陸送・組み立てや外国籍への変更等により，海外から飛来すること無く本邦各地間の使用（移動）を開始

する場合，法第11条（耐空証明），28条（技能証明）関係の許可を受けることが必要となる場合があるの
で，事前調整のうえ別途手続きをおこなうこと。

～前ページの続き～
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申請先

1 海外から飛来し，国内移動せず，海外へ飛行する 本省航空局国際
航空課

2 海外から飛来し，日本国内を移動し，海外へ飛行する
（ローカルフライト含まない）

本省航空局国際
航空課

3 海外から飛来せず(陸送等)，日本国内を移動し，海外へ飛行する
（ローカルフライト含まない）

本省航空局国際
航空課

4 海外から飛来し，日本国内を転々移動し，海外へ飛行しない(陸送等)
（ローカルフライト含まない）

本省航空局国際
航空課

5 海外から飛来し，日本国内を移動し，海外へ飛行する
（ローカルフライト含む）

本省航空局国際
航空課

6 海外から飛来せず(陸送等)，日本国内を移動し，海外へ飛行する
（ローカルフライト含む）

本省航空局国際
航空課

7 海外から飛来し，日本国内を移動し，海外へ飛行しない(陸送等)
（ローカルフライト含む）

本省航空局国際
航空課

8 海外から飛来せず(陸送等)，日本国内を移動し，海外へ飛行しない(陸送等)
（ローカルフライト含む）

本省航空局国際
航空課

9 海外から飛来し，ローカルフライトのみ行い，海外へ飛行する 本省航空局国際
航空課

10 海外から飛来せず(陸送等)，ローカルフライトのみ行い，海外へ飛行する 本省航空局国際
航空課

11 海外から飛来し，ローカルフライトのみ行い，海外へ飛行しない(陸送等) 本省航空局国際
航空課

12 海外から飛来せず(陸送等)，ローカルフライトのみ行い，
海外へ飛行しない(陸送等)

東京航空局又は
大阪航空局

飛行の形態による申請先について（Ｒ２．１．１～）
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◎申請期限の考え方
上記運航は，自家用機（無償）により航空路を航行して「国内Ａ」に到着し，その後「国内Ｂ」へ移動する航空機

である。法令により申請期限は使用開始予定期日の３日前となっている。
この場合，「国内Ａ」空港の出発日時を日本時間に置き換えると２月７日となるため，申請期限は２月４日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5 ETA 04:00(Z) 23/2/6

【事例①】 外国から出発して日本に到着し，その後別の国内空港へ移動する場合

ETD 02:00(Z) 23/2/7
(11:00JST 23/2/7)

ETA 04:00(Z) 23/2/7

国
内
Ａ

国
内
Ｂ

【事例②】 国内を２地点間以上移動してから外国へ出発する場合

国
内
Ａ

国
内
Ｂ

外
国
Ａ

◎申請期限の考え方
上記運航は，自家用機（無償）により「国内Ａ」を出発し，「国内Ｂ」に到着後，外国へ出発する航空である。
法令により申請期限は使用開始予定期日の３日前となっている。
この場合，「国内Ａ」空港の出発日時を日本時間に置き換えると２月５日となるため，申請期限は２月２日となる。

ETD 02:00(Z) 23/2/5
(11:00JST 23/2/5)

ETA 04:00(Z) 23/2/5

ETD 06:00(Z) 23/2/5 ETA 12:00(Z) 23/2/5

1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7

1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
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◎申請期限の考え方
通達により申請期限は航行の予定期日の２４時間前となっている。
この場合，「国内Ａ」空港の出発日は２月９日であるため，申請期限は前日の２月８日11:00となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5 ETA 04:00(Z) 23/2/6

【事例③】 緊急商用（目的地「国内Ｂ」）で国内間空港を移動する場合

ETD 02:00(Z) 23/2/9
(11:00JST 23/2/9)

ETA 04:00(Z) 23/2/9

国
内
Ａ

国
内
Ｂ

外
国
Ａ

◎申請期限の考え方
通達により申請期限は航行の予定期日の２４時間前となっている。
この場合，「羽田空港」の出発日は２月９日であるため，申請期限は前日の２月８日11:00となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5 ETA 04:00(Z) 23/2/6

【事例④】 空輸便（フェリー）で羽田空港～成田空港間を移動する場合

ETD 02:00(Z) 23/2/9
(11:00JST 23/2/9)

ETA 04:00(Z) 23/2/9

羽
田
空
港

成
田
空
港

成田空港駐機

1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9

申請期限 2/8 11:00

1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9

申請期限 2/8 11:00
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Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ）
（航空法第130条の2）
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○外国籍の航空機が，法第126条第1項第1号又は第2号に掲げる航行により本邦内に到着 又は
本邦内から出発する旅客の有償運送をする場合。

○主な事例
・東京での商用のため，有償運送にて外国Ａから羽田空港に到着，その後，外国Ｂでの商用のため羽田空
港を出発する場合。

・外国Ｃでの商用のため，有償運送にて羽田空港から出発する場合。

区分 申請期限 起点日時 留意事項

日本に事務所又は申請代理人
を置いていない場合

航行の予定期日の３０日前まで
（法施行規則第234条の2）

出発地（技術着陸は含まない）
の出発日時を日本時間に直し，
これを起点とする。

日本に事務所又は申請代理人
を置いている場合で商用・観
光・医療目的の場合

航行の予定期日の３日前まで
（法施行規則第234条の2），
通達「令和5年5月30日付国空国第
718号制定」

上記に同じ
【参照】事例①,②,③,④,
⑥,⑦,⑧

商用・観光・医療目的でかつ，
緊急やむを得ない事情がある
場合

航行の予定期日の２４時間前まで
通達「令和5年5月30日付国空国第
718号制定」

上記に同じ【参照】事例⑤ ・やむを得ない事情が発生し
たと認められない場合もあり。

急患搬送の場合で24時間前ま
でに申請できない場合

事案がわかり次第
・通達「令和5年5月30日付国空国第
718号制定」

上記に同じ ※申請事項が未確定であって
も、事案が分かり次第、申請
窓口に連絡してください。

【１】申請対象

【２】申請手続き

（１）申請期限

～次ページへ続く～
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（２）申請に必要な書類及び記載事項
主な必要書類 主な確認事項等 申請書に記載する事項

申請書 チャーター契約書と申請事項が一致している
か。

●航空法施行規則第234条の2に規定される
事項

●その他国土交通大臣が必要と認める事項

①航空機落下物防止対策の誓約
②航空機落下物被害者救済の同意
③有償運送保安計画の内容

※①②は急患搬送の場合は提出不要
※記載方法については，サンプル様式_06
及び07を参照。

★留意事項
✓ 添付書類についてはチェックリストを活
用するなどし添付漏れの無いようにご協
力ください。

✓ 添付書類が不鮮明である場合には再提出
を求めますので、確認事項が鮮明である
か確認をお願いします。

✓ 国際航行に接続する国内区間の有償運送
をおこなう場合、その運送区間と区間の
搭乗者名を申請書に附記してください。

チャーター契約書の写し 契約者・被契約者氏名、運送行程（離着陸の
場所・日時）、契約料金、使用航空機の型式、
搭乗者数、契約日

チャーター契約の代理人を証明する書類の写し
※契約事務を代理人に委託している場合のみ提出

委任者名、被委任者名、委任事項、委任日

航空事業許可書の写し
※事業形態が明記されていない場合には「運航に関する
仕様書」の写しも提出。

発行機関、事業者名、事業形態、有効期限

航空機の登録証明書の写し 発行機関、登録記号、型式、有効期限、発行
日

航空機の対空証明書の写し 発行機関、登録記号、型式、有効期限、発行
日

航空機の騒音証明書の写し 発行機関、登録記号、型式、騒音認定基準、
有効期限、発行日

ＴＣＡＳ（ＡＣＡＳ）装備状況を証明する書類の写し
※適合が無い場合は航空法第60条ただし書の許可の証明

型式、装備状況

乗員資格証明書の写し 発行機関、氏名、生年月日、操縦資格種類、
英語能力、有効期限

航空身体検査証明書の写し 発行機関、氏名、生年月日、検査証明種類、
有効期限

航空機の保険証明書の写し
※急患搬送は提出不要

保険者名、被保険者名、保険対象航空機、第
三者損害補償内容、保険期間

MEDICAL REPORT
※急患搬送のみ提出

発行者又は機関、患者名、患者の様態

NOTICE OF CONSISTENCY
※米国航空会社による米国内と羽田空港間のチャーター
のみ提出

発行機関、事業者名、運送行程（離着陸の場
所・日時）

～前ページの続き～
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• 平成31年3月15日以降の申請から，毎回の申請で記載が必要。（別添誓約書としての提出も可能。）

航空機落下物防止対策について，以下の内容を申請書に記載すること

航空機落下物防止対策の内容
下記の措置を講じていることを誓約する。
A) 飛行規程及び製造者の定めるメンテナンス・マニュアル等に従って項目を定めた日常点検を飛
行前及び飛行後に確実に実施する。

B) 製造者の定めるメンテナンス・マニュアル等に従って定時点検を確実に実施する。
C) 部品等の脱落の防止に有効と考えられる次の対策を実施する。

(ア) 給排水作業実施時における給排水パイプ内の残留水の水切りについて，整備関係者及び
サービス委託業者に注意喚起し，その徹底を図ること。また，作業実施後には給排水パネルが
適切に閉扉されていることを確認する。

(イ) 給排水系統の漏洩及び機能について定期的に点検を行うこと。特に，着氷の恐れのある胴
体部位のドレイン・バルブについては定期的にクリーニングを実施する。

(ウ) 貨物搭載時等において，貨物の上面に溜まった雨水や積雪等を除去すること。また，貨物
室ドア及び貨物室内に水等が溜まっていないことを確認する。

(エ) 部品等の脱落の防止に有効な対策と考えられる技術的資料（サービス・ブレティン等）に
ついては，積極的にこれを採用するよう努める。

(オ) 前項に規定する技術的資料のほか，発動機のケースを破片が貫通し，又は発動機の内部に
おいて大規模な破損が生じるような発動機の破損については，破損した部品が脱落し地上又は
水上の人又は物件の安全が損なわれるおそれがあるため，部品等脱落防止措置を要するものと
して発動機に関する技術的資料を採用するよう努める。
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航空機落下物被害者救済の内容
○○○年○月○日付，同意確認書のとおり

航空機落下物被害者救済について，以下の内容を申請書に記載するとともに「航空機落下物によ
る被害の救済に関する協定書」の取り決めについての同意確認書を提出すること。

「航空機落下物による被害の救済に関する協定書」の取決めについて同意することを確認する。

この確認書への署名は，各々の法人又は団体からの正当な委任を受けて行うことを確認する。
また，この確認書の正本は，便宜上，国土交通省航空局において保管されることを確認する。

年 月 日

／  ／
（署 名） ／（法 人 名）／（職 名）

【同意確認書 様式】

• 平成31年3月15日以降の申請から，申請書への記載は毎回必要。

• 同意確認書は平成31年3月15日以降，初回の申請では原本の提出が必須。2回目以降の申請において

は，省略可能。（事業廃止等による脱退が無い限り，有効）

【申請書への記載】

42
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航空機落下物による被害の救済に関する協定書（抜粋）

この協定書に署名する者は，平成３１年３月３０日以降において日本国内に存する空港におけ
る離着陸に伴い，航空機部品の脱落，氷塊の落下その他の航行中の航空機から物体の落下が発生
した場合において，人の生命若しくは身体又は財産に損害（以下「航空機落下物損害」とい
う。）が生じた際に，その損害の補償に要する費用の負担に関し，下記取決めについて同意する
ことを確認する。

１．航空機落下物損害を生じさせた航空機（以下「原因航空機」という。）を一に特定できず，
当該損害に対する補償の責任を有すべき者を特定できない場合において，国土交通省地方航空
局に設置される航空機落下物確認委員会が，原因航空機として推定可能な航空機（以下「認定
航空機」という。）を決定したときは，認定航空機の使用者は，当該損害の補償に要する費用
のうち，認定航空機の数に応じて按分して得た額を負担するものとする。

２．航空機落下物確認委員会による認定航空機の決定は，１．に記載する負担に関し，強制力を
有する。

この協定書への署名等は，各々の法人又は団体からの正当な委任を受けて行うことを確認する。
また，この協定書の正本は，便宜上，国土交通省航空局において保管されることを確認する。
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保安計画について，以下の内容を申請書に記載すること。

〇本申請にあたっての有償運送保安計画は「航空法第130 条の２の許可を受けようとする者
（外国の国籍を有する航空機により本邦内で発着する旅客等の有償の運送を行おうとする者）
の有償運送保安計画作成要領」に従い以下のとおりとする。

① 「航空法第130 条の２の許可を受けようとする者（外国の国籍を有する航空機により本邦内で
        発着する旅客等の有償の運送を行おうとする者）の有償運送保安計画作成要領」別紙〇に従う。

②  緊急時の本社保安担当責任者・担当者連絡先： 氏名及び連絡先を記載

③  緊急時の日本国内における保安担当責任者・担当者連絡先：  氏名及び連絡先を記載

• 令和4年3月10日以降の運航に係る申請から，申請書への記載は毎回必要。

44
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申請書の添付書類の取扱等 （Ｒ１．８．１～）

添付書類の取扱について
➢ 運航者，機材，乗員等に関する書類について，一度提出された書類が有効である限り，再度の提

出は不要です。
＊何らかの有効期限が付されている場合，その期限まで再提出不要
＊期限が無い場合，変更・更新等されるまで再提出不要

➢ 期限内であっても，内容を変更・更新している場合は，最新版を改めて提出して下さい。

申請書への記載について（サンプル様式_06，06-2，07を参照）
➢ 申請書の記載について「事前提出のとおり」とだけ記載することは不可です。
➢ 使用機材・乗員等を明記することは必要ですが，予備機材・乗員等含め，「下記のとおり」又は
「別添のとおり」とすることは可です。

➢ また，証明書類等提出済みであることが分かるよう，（提出済）などの記載をお願いします。

許可の取扱
➢ 申請書に記載されている機材・乗員間での変更は許可の範囲内とします。
➢ なお，予備機材，乗員の数に上限は設定しません。

事前の提出等
➢ 申請する可能性のある機材・乗員等について，事前の提出を受け付けます。
＊事前に機材・乗員等の情報を提出し、登録を受けることにより、毎回の申請において証明書類
の添付を省略することができます。

➢ 詳細は申請窓口までお問い合わせ下さい。
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valid until

2015.10.28

今日は2016.10.28

ライセンス，耐空証明，保険証明
の有効期限が切れている。

書類が黒くなっていて字が見えない

AIRCRAFT

Global600

15 passenger

From 1 May 

申請書
Pilot

MARIO

License

Name

LUIGI

申請書の記載と添付書類が一致しない。
申請書の記載と申請の概要の記載が一致しない。

１３．Remarks

・・・・・

License

英語能力を確認することが出来ない。

英語能力は？

申請書類に不備がある場合、申請を受理することができません。
必ず、提出前にチェックリストを活用するなどし、
申請書類に不備がないか確認をお願いします。

×

× ×

×
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【事例①】 外国から出発して日本に到着する航空機（商用目的，医療目的）

ETD 22:00(Z) 23/2/5
（07：00JST 23/2/6）

外
国
Ａ

外
国
Ｂ

47

【事例②】 日本から出発して外国に到着する航空機（商用目的，医療目的）

ETA 02:00(Z) 23/2/6

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前と

なっている。
この場合，出発地である外国Ａの日時を日本時間

に置き換えると２月６日となるため，申請期限は２
月３日となる。

ETD 01:00(Z) 23/2/12
(10:00JST 23/2/12)

ETA 06:00(Z) 23/2/12

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前と

なっている。
この場合，日本の出発日時を日本時間に置き換え

ると２月１２日となるため，申請期限は２月９日と
なる。

日

本

日

本

1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12
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外
国
Ａ

48

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前となっている。
この場合，庸機者は「外国Ｂ」も商用目的であるため，「外国Ｂ」を起点とする。
よって，「外国Ｂ」の出発日時を日本時間に置き換えると２月８日となるため，申請期限は２月５日となる。

ETD 22:00(Z) 23/2/5 ETA 04:00(Z) 23/2/6

【事例③】 外国Ａを出発し，外国Ｂを経由して日本に到着する場合（商用・観光・医療目的）

ETD 02:00(Z) 23/2/8
(11:00JST 23/2/8)

ETA 04:00(Z) 23/2/8

日

本

外
国
Ｂ

【事例④】 外国Ａを出発し，外国Ｂを経由（技術着陸）して日本に到着する場合（商用・観光・医療目的）

外
国
Ａ

外
国
Ｂ

日

本

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前となっている。
この場合，「外国Ｂ」では燃料給油等による技術着陸のみであり，航行の出発地（起点）は「外国Ａ」となる。
よって，「外国Ａ」の出発日時を日本時間に置き換えると２月２０日となるため，申請期限は２月１７日となる。

ETD 23:00(Z) 23/2/19
(08:00JST 23/2/20)

ETA 05:00(Z) 23/2/20

ETD 06:00(Z) 23/2/20 ETA 10:00(Z) 23/2/20

1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8

2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20
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日

本

外
国
Ｂ
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【事例⑤】 緊急で外国から出発して日本に到着する航空機（商用目的，医療目的）

◎申請期限の考え方
通達により申請期限は航行の予定期日の２４時

間前となっている。
この場合，外国Ｂの出発日時を日本時間に置き換

えると２月５日１５：００となるため，申請期限は
２月４日１５：００となる。

ETD 06:00(Z) 23/2/5
(15:00JST 23/2/5)

ETA 10:00(Z) 23/2/5

1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

申請期限 2/4 15:00
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【事例⑥】 外国から出発し，一定の要件（※）の下での国内移動をする場合（商用目的，医療目的）

外
国
Ａ

ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6) ETA 04:00(Z) 23/2/6

ETD 02:00(Z) 23/2/9 ETA 04:00(Z) 23/2/9

国
内
Ａ

国
内
Ｂ

【事例⑦】 一定の要件（※）の下で国内移動をし，外国に出発する場合（商用目的，医療目的）

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前となっている。
この場合，１番目の商用目的地である「国内Ａ」に向けての出発地である「外国Ａ」を起点とする。
よって，「外国Ａ」の出発日時を日本時間に置き換えると２月６日となるため，申請期限は２月３日となる。

ETD 01:00(Z) 23/2/25
(10:00JST 23/2/25) ETA 02:00(Z) 23/2/25

ETD 12:00(Z) 23/2/27 ETA 18:00(Z) 23/2/27

国
内
Ａ

国
内
Ｂ

外
国
Ｂ

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前となっている。
この場合，１番目の商用目的地である「国内Ｂ」に向けての出発地である「国内Ａ」を起点とする。
よって，「国内Ａ」の出発日時を日本時間に置き換えると２月２５日となるため，申請期限は２月２２日となる。

※同一の使用機材及び同一の搭乗者に限定，国際運航と一連の航行として契約（国内移動のみの契約と

なっていない）等となっていること。 また，国内区間のみの搭乗は認められないので注意すること。
「外国Ａ」から搭乗した者の一部が，「国内Ａ」で降機すること又は，
「国内Ｂ」から「外国Ｂ」に向けて，新たな者が搭乗することを妨げない。

カボタージュに留意

カボタージュに留意

1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9

2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27



Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ）

外
国
Ａ

51

◎申請期限の考え方
法令により申請期限は航行の予定期日の３日前となっている。
この場合，１番目の商用目的地である「国内Ａ」に向けての出発地である「外国Ａ」を起点とする。
よって，「外国Ａ」の出発日時を日本時間に置き換えると２月６日となるため，申請期限は２月３日となる。

※同一の使用機材及び同一の搭乗者に限定，国際運航と一連の航行として契約（国内移動のみの契約と
なっていない）等となっていること。
また，国内区間のみの搭乗は認められないので注意すること。
「外国Ａ」から搭乗した者の一部が，「国内Ａ」で降機することを妨げない。

ETD 22:00(Z) 23/2/5
(07:00JST 23/2/6)

ETA 04:00(Z) 23/2/6

【事例⑧】 外国から出発し，一定の要件（※）の下での国内移動をし外国に出発場合（商用目的，医療目的）

ETD 02:00(Z) 23/2/9

ETA 04:00(Z) 23/2/9

国
内
Ａ

国
内
Ｂ

カボタージュに留意すること

外
国
Ａ

ETD 09:00(Z) 23/2/10

ETA 14:00(Z) 23/2/10

1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10



Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_06（例：急患搬送）
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Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_06 （例：急患搬送）
53

※急患搬送の場合には、「航空機落下物
防止対策の誓約」及び「航空機落下物被
害者救済の同意」の措置は記載不要。



Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_06-2 （例：商用目的）
54



Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_06-2 （例：商用目的）
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Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_06-2 （例：商用目的） 
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Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_07 （例：商用目的・本邦内有償運送あり） 
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Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） サンプル様式_07（例：商用目的・本邦内有償運送あり） 
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Ⅱ-5 有償運送（ｵｳﾝﾕｰｽﾁｬｰﾀｰ） 添付書類のチェックリスト
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Ⅲ 参考資料
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Ⅲ-1 参考資料 申請期限の特例通達等①



63
Ⅲ-2 参考資料 申請期限の特例通達等②



Ⅲ-3 参考資料 国際航行に接続する本邦内各地間の有償運送の補足
64

要注意事例
ポイント：羽田，成田など，同一都市圏でも「異なる空港」として区別して扱う。

（関西・伊丹などの場合も同様）

契約内容 ：海外地点→札幌→東京→大阪→海外地点
旅客の移動：海外地点→新千歳，新千歳→成田，羽田→関西，関西→海外地点

運航例 海外地点 新千歳 成田 羽田 関西 海外地点

1機のみ ★ ★

航空機A

航空機B

★

★

航空機A

航空機B

★

★

航空機A

航空機B

★

★

成田と羽田は同じ首都圏であるが、
異なる空港として区分！

海外地点に接続しない有償運送のため運送不可。
カボタージュに該当！

Ferry

Ferry×
×

Ferry

Ferry

×
×

Ferry



Ⅲ-4 参考資料 転売等の禁止
65

●有償運送の考え方

用機者 運航者代理人
チャーター契約の
事務委託契約

チャーター契約

委託料の支払い

チャーター料金の支払い

• 通達「本邦を発着する国際チャーター便の運航について」にて、「チャーターした部分
の全部又は一部を、直接的又は間接的に転売又は販売しないこと。」としており、用機
者は第三者へ転売又は販売することを禁止している。

• 用機者と運航者が直接契約をしていない場合は、転売等でないことを証明する書面の提
出が必要。
例）用機者から委託を受けた代理人が契約手続をおこなう場合

チャーター契約書に記載される料金
を用機者が負担している必要がある。

用機者から代理人へ委任がなされて
いる証明書類が必要。



Ⅲ-5 参考資料 変更申請の要否
66

●軽微変更の報告で足りるもの（R3.11.1運用開始）

※下表以外の変更は、基本的に変更申請が必要です。

※申請に明示された航行日時から72時間後ろ倒しを目安にした予備期間の設定は可能です。

※予備期間を72時間後ろ倒しを超えて設定する場合は、その理由を記載してください。

※申請に予備期間を明示して許可を得た場合、その予備期間内の変更であれば変更申請及び変更報告は不要です。

※申請に予備期間が明示せず許可を得た場合、航行の日時から24時間後ろ倒しの変更であれば変更申請及び変更報告は不要です。

※申請に許可対象外区間（許可の必要が無い区間）を明示して許可を得た場合、当該対象外区間の変更に係る変更申請及び変更報告は不要です。

※領空通過（本邦を離着陸しない航行）においての航行の日時の変更の場合、変更申請及び変更報告の要否は出発時間で判断します。

区分
航空法第126条第1項、

第2項の許可関係

航空法第126条第5項

ただし書の許可関係

航空法第127条

ただし書の許可関係

航空法第130条の2の

許可関係

無線局の呼出符号の変更 ○ ○ ○ ○

外国側使用空港の変更 ○ ○
×

（変更申請が必要）

外国側発着時間の変更
24時間以内の前倒しに限り、

○
○

24時間以内の前倒しに限り、

○

日本側発着時間の変更
24時間以内の前倒しに限り、

○

24時間以内の前倒しに限り、

○

24時間以内の前倒しに限り、

○

国内使用開始日の変更
24時間以内の前倒しに限り、

○

国内使用空港の変更
申請書に記載のある代替空港を使

用する場合に限り、○

乗員の変更 ○ ○ ○
×

（変更申請が必要）

搭乗旅客の変更 ○ ○ ○
本邦内各地間で有償運送を行わな

い場合に限り、○

使用航路の変更（領空通過） ○

「軽微変更の報告（変更報告）」とは、許可を得た申請内容に変更があった場合に、変更の許可申請を要することなく、軽微な変更事項として変更があった旨を報告すること

で許可申請の情報を更新する処理をいいます。
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